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最終接触日より７日間、健康管理

や感染対策を徹底して行う 

 

☆自宅待機期間が終わっていなくても、次のすべてに 
適合する場合は登校を可能とする。 

・本人（及び同居者）がオミクロン株による濃厚接触者である 

・本人（及び同居者）が無症状である 

・本人が自主的に（本人または同居者と）陽性者との最終接触日か
ら２日目及び３日目以降に抗原定性検査キット※を用いた検査や県

の無料検査、保健所が実施する PCR検査により陰性が確認できた 

（休んだ期間は出席停止とする） 

登校可能 

ただし 

はい 

症状なし または 回復 

・学校へ連絡 

・出席停止 
（保健所が示した期間） 

  ☆おおむね 10 日間 

風邪のような症状（発熱、咳、喉の痛み、鼻水、頭痛、腹痛、

下痢、悪寒など）や味覚異常、嗅覚異常がある。 
本人が陽性となった 

（「みなし陽性」を含む） 

はい 

本  人 同 居 者 

はい 

・学校へ連絡 

・出席停止 

濃厚接触者と認定された 

同居者に陽性者がいる 

・学校へ連絡 

・自宅待機による出席停止 
☆陽性者との最終接触日を 

０日目として５日間 

詳細は保健所が示した期間 

※同居者が風邪のような症状

の場合に、特に本人の行動

制限はない。 

・学校へ連絡 

・自宅待機による 

出席停止 
（詳細は保健所が 

示した期間） 

濃厚接触者〈同一世帯内に感染者なし〉と 
認定されＰＣＲ検査を受けた 

はい 

はい 

☆同居者や本人が無症状であれば、

検査結果が出ていなくても 
登校を可能とする。 

いいえ 
はい 

陽性となった 

はい いいえ 

いいえ 

☆特に本人に 
行動制限は 
ない。 

・学校へ連絡 

・同居者の自宅待機期間が経

過するまで本人も自宅待機 

（出席停止） 
 

心配で自らＰＣＲ検査を受けた（含：幅広検査） 

・同居者の検査（保健所が

実施する PCR 検査または最

終接触日から２日目及び３日

目以降に抗原定性検査キッ

ト※を用いた検査により陰性

が確認できた場合 

本人の登校を可能とす

る（休んだ期間は出席停
止とする） 

 

ただし 

または 

抗原定性検査キット※は、国が承認した「体外診断用医薬品」を使用してください。無症状者に対する唾液検体を用いた抗原定性検査キットの使用は推奨されていないため、鼻咽頭検体又は鼻腔検体を用いてくだ

さい。なお、自己採取する場合は鼻腔検体が推奨されています。詳しくは取扱い薬局の薬剤師に相談してください。この変更は令和４年８月２４日から新たな指針が発出されるまでとします。 

 


